
 

2021 年 6月 28 日   
独立行政法人 
中小企業基盤整備機構 

 
 

認定革新的データ産業活用事業者である 

ダイナミックマップ基盤株式会社の銀行借入に対する 

債務保証契約を締結 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：豊永厚志）

は、生産性向上特別措置法に基づく革新的データ産業活用事業の認定事業者であるダイナミックマ

ップ基盤株式会社（以下、「同社」）が、認定計画実施のために必要とする資金を金融機関から借入

調達するにあたり、借入元本の 50％を保証する契約を締結しましたのでお知らせします。 

 

同社は、先進運転支援及び自動運転を実現するために不可欠となる高精度 3 次元地図データの生

成・維持更新・提供を行っています。今般、データの整備対象路線を、既に整備済の国内高速道路・

自動車専用道路（約 32,000km）から国内一般道路に拡張していくための必要資金 40 億円を、中小

機構の債務保証制度を活用することで、三菱ＵＦＪ銀行と商工組合中央金庫が共同で組成に取り組

んだシンジケートローンにより調達する契約の締結に至りました。 

 

自動運転化への流れが世界中で加速していく中で、強みである cm 級の高精度を武器に、米国子

会社と一体となった世界展開を加速させていくことが同社の方針であり、また同社の技術は、スマ

ートシティ等の様々な社会的ニーズに資する幅広い用途での活用も期待されることから、中小機構

は今回のシンジケート参加銀行団と引続き連携を図りつつ、同社の事業推進を今後も積極的にバッ

クアップしていく予定です。 

 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 
中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーション 

や地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環 

境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の 

育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企 

業支援機関の支援力の向上に協力します。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人中小企業基盤整備機構  

ファンド事業部 事業基盤支援課（担当者：内田、増田、南野） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル  

電話：03-5470-1575（ダイヤルイン） 

  



 

   （別紙） 

◆債務保証の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中小機構の債務保証制度について＞ 

中小機構では、各種法令に定められた認定制度に基づく新事業展開や事業再編等に取り組む

事業者を対象に、認定を受けた事業計画を実施するために必要となる資金を金融機関から借り

入れる際に利用できる債務保証制度を用意しております。利用できる金額・保証割合は制度に

よって異なりますが、保証限度額は最大で 25億円、保証割合は借入元本の最大 50％です。 

 

※制度の詳しい内容については中小機構のＨＰをご覧ください。 

https://www.smrj.go.jp/sme/funding/guarantee/index.html 

 

対象となる融資契約締結日 令和 3年 6月 28 日 

融資金融機関 

（シンジケート方式） 

三菱ＵＦＪ銀行（アレンジャー兼エージェント） 

商工組合中央金庫（ジョイントアレンジャー）、他 3行 

融資金額 40億円 

融資期間 5 年間 

中小機構の保証割合 借入元本の 50％（20億円） 

https://www.smrj.go.jp/sme/funding/guarantee/index.html

